
以下項目に３つ以上チェックが入った方は、セミナーへのご参加を強くお勧めします！ 

□田舎の土地は活用できないと思っている。 
□信頼できる会社に、長期間家賃を保証してほしい。 
□今進めている土地活用提案、本当は不安でいっぱい。 
□毎日しつこく営業されて困っている。 
□相続税対策や固定資産税対策も気になっている。 
□障がい者施設？周囲の目も気になる。  

無
料 

会場：松本商工会議所（松本商工会館） 

11/23(水) 

10:00～11：30 

無 料 

本勉強会に参加されて得られる知識とは・・・ 

セミナー主催： 

会場：松本商工会議所 （松本商工会館/松本市中央１-２３-１ ）    

開催日時：平成29年２月１８日（土） 
       10：30～12：00 （当日受付は20分前から） 
 

土 

会場案内 講師紹介 

㈱船井総合研究所 
障がい福祉 
 コンサルタントチーム 

下枝將洋 氏 

共催：                 土地活用研究会 

▼申し込み・問合せは方法は裏面にございます▼ 

川崎市出身。障がい者グループホームと就
労支援施設の専門コンサルタント。障がい者
環境の市場調査、各行政機関との折衝、施
設の立上げからスタッフ教育、入居募集対策
など運営に関わる事業者向けサポートをす
るほか、事業者と建物オーナー、地主とのマ
ッチング等全国で行っている。 
 
㈱船井総合研究所は世界で初めて上場した
コンサルティング会社で、さまざまな分野で
全国7000社以上のサポートを行っています。 
 



 先行きの見えない日
本経済、増え続ける税
金、これからの日本に不
安を持つ多くの人たち・・
・相続税が大きな負担と
なる中、駅から１０分を
超える新築賃貸経営は
非常に厳しい時代に入
ってきております。管理
費負担の増加、リフォー
ム費負担、新築賃貸経
営は、しばらくすると赤字
？にも成りかねません。
これからの賃貸計画を
本当に進めて大丈夫で
しょうか？そうした問題を
解消するために必要な
こと・・・それは「情報収
集」です。もし「知識」さ
えあれば、より良い判断
が可能になり失敗するこ
とも少なくなります。そし
て「知識」があれば豊か
に暮らすことが出来るの
です。今回の勉強会で
は、多くの問題点を明ら
かにし、さらにその解決
方法についての知識を
得る事が出来ます。 
今回は、地方の土地で
も十分活用可能な新し
い活用方法、ブルーオ
ーシャン市場の障がい
者施設による土地活用
の方法をお伝えいたしま
す。相続税対策は、土
地活用で収益率を高め
ながら資産を保持するこ
とが基本です。土地を活
用せず税金となるか？
積極的に活用し、資産
を増やすか？皆様はど
ちらを選択しますか？ 

☆ 生活介護施設     ☆ グループホーム        ☆ グループホーム 
☆ 投資額 ９，５００万   ☆ 投資額 ５，０００万円   ☆ 投資額 ３．５００万円 
☆ 利回り １０．５％   ☆ 利回り ９．２％         ☆ 利回り ８．４％  
 

活用事例 

場所 ー松本商工会議所松本商工会館 
住所   ー 長野県松本市中央1-23-1 
時間 ー 10:30 ~ 12:00  （受付開始 １５分前から） 

ご住所 ＴＥＬ 

お名前 
年
齢 

ＦＡＸ 

よろしければご所有の不動産を 
お聞かせください 

□土地 □アパート・マンション □特にもっていない 

□2月18日セミナー（松本）に参加します。  □資料請求します。 

   ※資料請求はセミナーで使用する、すべての資料を提供するものではありません。 

http://estategallery.annex-homes.jp/ 

▼お電話でのお申込み・お問合せ先▼ 

TEL.0263-34-5280  

〒390-0815 長野県松本市深志3丁
目７-17 担当：山崎（やまざき）まで 

▼WEBでのお申込み▼ 

エステートギャラリー 松本 検索 
専用フォームから申込できます。 

 ▼FAXでのお申込は、以下記載の上  FAX.0263-34-5274  まで▼ 

主 
催 

賃貸住宅メーカー、建設会社からたびたび来る土地活用の提案。 
でも建てた人の話を聞くと、「○○年安心と提案されたのに空室は増え、家賃は下
がり、収入は減る」「返済が本当に大変」こんな話も多く、社会的な問題にもなって
います。しかし、一方で相続税や固定資産税が上がるなど、土地をお持ちの方は
活用しなければ、ただの負債になってしまうことも・・・。  
そこで今まで活用できなかった田舎の土地を上手に活用する方法、障がい者施
設による活用方法を実際の事例を交えてお伝えいたします。しつこい営業活動は
一切行いません。お気軽にお越しください。 

〒399-4106 長野県駒ヶ根市東町9-22 
TEL.0265-82-3201／FAX.0265-82-3393 

〒390-0815 長野県松本市深志3丁目7-17 
TEL.0263-34-5280／FAX.0263-34-5274 

http://estategallery.annex-homes.jp/ 

受付時間 月～金 10：00～18：00 担当：山崎（やまざき）まで 

定員（20名）に達し次第締め切りとなります。駐車場は近隣の有料駐車場をご利用ください。但し
主催側でのサービス券等はご用意しておりません。予めご了承ください。 


